
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

明石市景観計画（案） 【概要版】 

本市のこれまでの景観施策を継承しながら、景観法に基づく景観計画を策定
し、より実行力のある地域特性を活かしたきめ細やかな景観誘導を展開し、明
石らしい景観形成を積極的に推進します。 

１ 計画の目的と位置づけ 

２ 計画区域と地区区分 （景観法第８条第２項第１号） 

市内全域を景観区域とします。 
また、土地利用による景観上の特性に応じて、用途地域により地区を分類し

ます。ただし、特に重点的に都市景観の形成に取り組むべき地区は「重点地区」
とします。 

７ 共通の方針 

全市的に良好な景観形成に取り組むため、届出対象以外についても共通の方
針を定めます。 

６ 景観重要建造物・景観重要樹木の指定の方針 （景観法第８条第２項第３号） 

４ 各地区の届出対象行為 （景観法第８条第２項第２号） 

各地区の特性を踏まえ、事前に届出が必要や行為や対象規模を定めます。 

大久保駅南地区については、Ｈ８に都市景観条例の「都市景観形成地区」に
指定し、新しい都市の核となる地域拠点地区として美しく魅力的な街並みの創
出に向けたまちづくりが進められてきました。 

今後もこれまで培われてきた良好な景観形成をさらに推し進め、大久保のま
ちの中核となるよう他の地区とは別の景観形成基準を定める「景観重点地区」
に指定します。 

３ 景観重点地区の指定 

５ 景観形成基準 （景観法第８条第４項第２号） 

各地区の特性を踏まえ、項目ごとに景観形成基準を定めます。 

地区内のそれぞれの街区特性を踏まえ、「住宅地区」「商業・業務地区」「公共・
公益地区」「シンボル道路沿い」の地区に分類し、それぞれ地区別に景観形成基
準を定めます。 

景観上重要となる建造物や樹木については、指定の方針を定め、今後方針に
該当した際は、必要に応じて指定を行うものとします。 

【景観重要建造物】 

建造物の外観が景観上の特徴を有し、良好な景観の形成に重要なもの

であり、公共の場所から公衆によって容易に望見されるもののうち、次の

項目のいずれかに該当するものについては、所有者の意見を聴いたうえ

で、景観重要建造物として指定する。 
①地区の都市景観を特徴付けている建築物または工作物 
②歴史的価値または建築的価値のある建築物または工作物 
③市民に親しまれている建築物または工作物 

【景観重要樹木】 

樹木が景観上の特性を有し、良好な景観形成に重要なものであり、公共

の場所から公衆によって容易に望見されるもののうち、次の項目に該当す

るものについては、所有者の意見を聴いたうえで、景観重要樹木として指

定する。 
①地区の都市景観を特徴づけている樹木 
②地域のシンボルとして、市民に親しまれている樹木 

８ 条例改正 

基本計画の改定および景観計画の策定に基づき、明石市都市景観条例を改
正し、景観法および市条例により景観施策を推進します。 

明石市都市景観形成基本計画の改定 
明石市景観計画の策定 

明石市都市景観条例の改正 

R8.3 

R8.4.1 

景観施策の推進 


